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日本貸金業協会 広島県支部

 

〔相談内容〕

⑴ 貸金業に関する相談、苦情 

⑵ 浪費やギャンブル等依存症により、借り癖のある方の貸付自粛制度の

相談 

〔相談日時〕

月～金曜日（祝・休日及び１２月２９日～１月４日を除きます） 

・電話での受付 9:00～17:00 ・来訪による受付 9:30～17:30 

〔相談料〕

無料 

〔相談方法〕

電話又は来所してください。（来所は要予約） 

貸付自粛の手続きは、本人が運転免許証等の本人確認書類を持参して来所

する方法、申告書類を郵送する方法、ホームページの専用の入力フォームか

ら web により申告する方法があります。 

〔所在地等〕

〒730-0021 中区胡町 4-28 胡町ビルディング 7 階 

TEL 0570-051-051 

ホームページアドレス(日本貸金業協会) https://www.j-fsa.or.jp 
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